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会議の顛末

  本会議（８月８日）                                 

議長（川上守）

おはようございます。ただ今の出席議員数

は、８人です。

定足数に達しておりますので、平成３０年

第６回若桜町議会臨時会を開会します。

これより、本日の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり

です。

日程第１

「会議録署名議員の指名」を行います。

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第

１２５条の規定により、議長において２番 君

野 弘明議員、３番 青木 一憲議員を指名しま

す。

日程第２

「会期の決定について」を議題とします。

お諮りします。

本臨時会の会期は、本日１日限りとしたい

と思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、会期は本日１日限りとするこ

とに決定しました。

日程第３

議案第５８号 平成３０年度若桜町一般会

計補正予算（第４号）について、を議題とし

ます。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

７月上旬の西日本豪雨後より猛暑が続き、

７月末の段階で、鳥取県内の熱中症搬送者数

が約４００人、死者も２人出るなど、熱中症

患者が例年の１．５倍を超えるペースで推移

しております。さらに、搬送者数の半数以上

が高齢者ということであり、高齢化率の高い

本町としましては、十分注意喚起して行く事

が大切であり、併せて議員の皆様にもお体を

ご自愛いただければと考えているところでご

ざいます。

さて、本日ここに、平成３０年第６回若桜

町議会臨時会を招集しましたところ、議員の

皆様にはご出席を賜り、平成３０年度一般会

計補正予算及び諸議案のご審議をいただきま

すことに対し、感謝を申し上げる次第でござ

います。

国政におきましては、参議院の「１票の格

差」是正を巡り、７月１８日に、参議院議員

の定数を「６」増やす改正公選法が可決され

ました。しかしながら、合区選挙区はそのま

ま維持され、「特例枠」なるものが設けられは

したものの、「県代表」の選出が制度上、担保

されるとは限らず、我々、地方の声は無視さ

れていると言っても過言ではない状況でござ

います。

そのような中、いよいよ総裁選が９月２０

日に行われる事になり、８月３日には、石破

代議士を囲む会が鳥取市で開催されるなど、

鳥取県選出の石破茂代議士が、立候補を表明

されることが色濃くなって参りました。

初代の地方創生担当大臣でもあり、地方の

重要性を誰よりも理解され、鳥取県のために

ご尽力いただいている石破代議士を応援して

参りたいと考えております。

県政におきましては、ＪＲ及び鳥取県と島

根県が合同で行っている山陰デスティネーシ

ョンキャンペーンが、西日本豪雨災害やその

風評被害もあり、客足が止まり、宿泊施設を

抱える温泉街ではキャンセルが相次ぐなど、

深刻な影響をもたらしております。

本町におきましても、応分の負担を行って

いる事業でございますので、その対応につい

ては、注視しながら、取り組んで参りたいと

考えておるところでございます。

それでは、ただいま議題となりました議案につ

きまして、提案理由をご説明いたします。

議案第５８号 平成３０年度若桜町一般会



計補正予算について、でございますが、この

度は、災害に関する予算をお願いするもので

あります。

既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ２

億９，７３３万９千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を４１億２，４２９万８千円とする

ものでございます。

また、第２条の地方債の変更は、第２表「地

方債補正」のとおりでございます。

それでは、はじめに、歳入の概要につきま

してご説明いたします。分担金補助及び交付

金では、災害復旧事業の地元負担金として、

５９万１千円を追加いたしました。

国庫支出金では、道路橋梁災害復旧事業補

助金として１，６１０万６千円を追加いたし

ました。県支出金では、農林水産業費県補助

金、土木費県補助金、災害復旧費県補助金を

それぞれ追加し、総額５，７５２万１千円を

追加いたしました。

寄附金では、この度の災害の寄附金として、

１０万円を追加いたしました。

繰越金では、前年度繰越金として７，７９

５万５千円を追加いたしました。諸収入では、

自動車共済金、災害見舞金、総合賠償補償保

険金をそれぞれ追加し、総額１０６万６千円

を追加いたしました。町債では、災害復旧事

業債、防災対策事業債をそれぞれ追加し、総

額１億４，４００万円を追加いたしました。

次に、歳出の主なものについて、ご説明い

たします。

総務費では、公用車の修繕費用として、５

５万２千円増額しております。衛生費では、

簡易水道会計への操出金として、２８万７千

円増額しております。

農林水産業費では、災害復旧に係る原材料

費１１５万４千円、作業道の災害復旧補助金

２００万円を追加するなど、その他の補正を

合わせまして、総額３４５万４千円増額して

おります。商工費では、高原の宿氷太くんの

裏側法面に亀裂ができましたので，復旧する

ための測量及び地質調査費用として１，０５

３万３千円増額しております。

土木費では、土砂撤去及び土砂処分費用と

して１，０１５万１千円、災害復旧のための

委託料と工事請負費として２，９５８万３千

円、賠償金として４５万５千円を追加し、総

額４，０１８万９千円増額しております。

消防費では、避難所開設等にともなう職員

の時間外勤務手当４６４万円、避難所防災備

蓄品の整備１５６万７千円など、その他の補

正を合わせまして、総額６３４万５千円増額

しております。

教育費では、民俗資料館の土砂撤去費用に

６８万７千円増額しております。

災害復旧費では、農地、農業用施設、林業用施

設、町道などの災害復旧に要する経費をそれぞ

れ追加し、総額２億３，５２９万２千円増額いた

しました。

以上でございます。 ご審議のほどよろしくお願

いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第４

議案第５９号 平成３０年度若桜町簡易水

道事業特別会計補正予算（第３号）を議題と

します。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案につ

きまして、提案理由をご説明いたします。

議案第５９号 平成３０年度若桜町簡易水

道事業特別会計補正予算について、でござい

ますが、こちらにつきましても、災害に関す

る予算をお願いするものであります。

既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ１

４８万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を２億９万円とするものでございます。



また、第２条の地方債の変更は、第２表「地

方債補正」のとおりでございます。

はじめに、歳入の概要についてご説明いた

します。繰入金では、一般会計からの繰入金

２８万７千円を追加いたしました。

町債では、災害復旧事業債として１２０万

円を追加いたしました。

次に、歳出の主なものについて、ご説明い

たします。簡易水道施設費では、湯原地区と

災害復旧にともなう水質検査として２１万２

千円、災害復旧工事に１２７万５千円をそれ

ぞれ追加し、総額１４８万７千円増額いたし

ました。

以上でございます。 ご審議のほどよろしくお願

いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第５

議案第６０号 工事請負契約の締結につい

て、を議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして提案理由をご説明いたします。

議案第６０号 工事請負契約の締結につい

て、でございますが、これは、若桜処理区機

械設備更新工事の工事請負契約を締結するこ

とについて、地方自治法第９６条第１項及び

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定により、次

のとおり、本議会の議決をお願いするもので

ございます。

その内容につきましては、１．工事名 若桜

処理区機械設備更新工事（Ｈ３０）。

２．工事場所 八頭郡若桜町大字赤松。

３．契約の相手方 大阪市淀川区宮原三丁目

４番３０号、三機環境サービス株式会社大阪

営業所 所長 立花 久生。

４．契約金額 金７２,３６０,０００円

５．契約の方法 制限付一般競争入札。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

議員（山本安雄）

はい。

議長（川上守）

５番、山本安雄議員。

議員（山本安雄）

制限付一般競争入札ということで、普段あ

まりやらない入札方法ではあるんですけれど

も、この入札に、応募された業者は何社あっ

たんでしょうか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、担当課長の方に答弁させます。

農林建設課長（佐々木明仁）

農林建設課、佐々木でございます。山本議

員のお尋ねですけども、応募は１社のみでし

た。

議長（川上守）

ほかに質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第６

議案第６１号 損害賠償の額を定めること

について、を議題とします。



提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第６１号 損害賠償の額を定めること

について、でございますが、これは、平成３

０年７月４日、町道吉川小学校線において、

水路を覆うために設置されたコンクリート製

の床版が、雨で増水したことにより押し上げ

られており、その上を自動車が走行したこと

で、車両に損傷を与えたことにより、損害賠

償を行うものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

暫時、休憩します。

   午前 ９時４７分  休 憩

   午前１１時４０分  再 開

議長（川上守）

休憩前に引き続き、会議を再開します。

議案第５８号 平成３０年度若桜町一般会

計補正予算（第４号）について、を議題とし

ます。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第５８号 平成３０年度若桜町一般会

計補正予算（第４号）について、を採決しま

す。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第５８号は原案のとおり

可決されました。

議案第５９号 平成３０年度若桜町簡易水

道事業特別会計補正予算（第３号）について、

を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第５９号平成３０年度若桜町簡易水道

事業特別会計補正予算（第３号）について、

を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第５９号は原案のとおり

可決されました。

議案第６０号 工事請負契約の締結につい

て、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。



これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第６０号 工事請負契約の締結につい

て、を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第６０号は原案のとおり

可決されました。

議案第６１号 損害賠償の額を定めること

について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第６１号 損害賠償の額を定めること

について、を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第６１号は原案のとおり

可決されました。

これで、本日の日程は、全部終了しました。

会議を閉じます。

平成３０年第６回若桜町議会臨時会を閉会

します。

  午前１１時４３分  閉 会


